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外務省行政効率化推進計画等の取組実績 

 

平成２０年２月 
 

１．公用車の効率化 

（今後の取組計画） 

（１）職員運転手は、原則として退職後不補充。 
今後ともこの方針を維持していく。 
（２）職員運転手を補充する場合の、再任用制度の活用。 

今後ともこの方針を維持していく。 
（３）運転業務の民間委託。 

これまで一部の運転業務を民間委託してきているところ、引き続き実施

する。 
（４）アイドリングストップの励行等による燃料費の節減。 

今後ともこれを励行していく。 
（５）共用自転車の活用。 

（以上、引き続き実施。） 

引き続き活用していく。 
（６）当省が保有する公用車（運転手付で専ら人の移動用の庁用乗用自

動車）について、交換時期、稼働率の向上等を勘案し、平成２５年

までに１台削減する。 
48台（１５年３月末）→47台（１５年度）→46台（１６年度） 
→46台（１７年度）→46台（１８年度）→46台（１９年度） 
→46台（２０年度） 
平成２０年度予算における削減効果      ▲１５，７３２千円 
（人件費を除く削減効果           ▲   ７１８千円）

（７）部局や施設をまたがる集中的な運行管理等に努め、車両の稼働率

を向上し、業務効率の向上、タクシー等の経費の削減を図る。 

今後ともこれを励行していく。 

（８）運行状況を把握の上、定期的に代替手段との経費比較を行い、費

用効率の低い車両は売却して、タクシー等の公共交通機関の利用に

切り替える。その際、鉄道・バスの利用促進のためＩＣ乗車券の導

入を図る。 

今後ともこの方針を維持していく。 
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（９）アイドリングストップ等のエコドライブの推進やハイブリッド

車、低公害車の導入等により燃料費を節減する。また、地方公共団

体の実施するノーカーデーに積極的に参加・協力する。 

今後ともこれを励行していく。 

（１０）交通安全教育を実施する。また、必要に応じＥＴＣを導入し割

引料金の活用、業務の効率化を進める。 

交通安全教育は既に実施済み、ＥＴＣについては公用車全車に導入済み

であるが、今後ともこの方針を維持していく。 
（１１）本件取組については、平成２０年度に見直しする。 

 

２．公共調達の効率化 

（今後の取組計画） 

（１）一般競争入札、公募型競争入札等の推進 

（イ）公共工事以外の公共調達について、原則として、一般競争入札

によることとする。また、一般競争入札による調達の割合（競争

入札に付した件数に占める一般競争入札の割合）を含め、一般競

争入札の実施状況を毎年度公表する。（引き続き実施） 

引き続き実施。 
（ロ）国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令により

落札者の公示等が義務付けられている特定調達契約以外の入札

に関しても、随意契約による場合に準じてホームページによる情

報の公表に努めるものとする。 
平成１８年１０月以降、特定調達契約以外の入札の情報を以下のアドレ

スで公開している。 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/chotatsu/kyoso/index.html 
 

（ハ）事務の省力化、契約の公正性の確保及びコストの削減を図る観

点から、次により、物品、役務等の一括調達の推進等を図る。 
 ・消耗品の調達に当たっては、単価契約による調達などによ

り契約件数の縮減を推進するとともに、少額随意契約による

調達を見直し、一般競争契約の導入・拡大を推進する。 

・備品の調達に当たっては、計画的な一括調達を徹底すると

ともに、少額随意契約による調達を見直し、一般競争契約の

導入・拡大を推進する。 

・庁舎の維持・管理に係る役務契約において、複数の随意契

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/chotatsu/kyoso/index.html
nagaoka
線
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約を一括することにより一般競争入札に付すことができるも

のについては、一括し、一般競争入札に付すよう努める。 

引き続き実施。 
（２）適切な競争参加資格の設定等 

  公共工事以外の公共調達について、予算決算及び会計令第７３条

の入札参加資格は競争を適正かつ合理的に行うため必要なもの

に限られること、また、仕様書の作成においても競争を事実上制

限するような内容にならないよう十分留意して適切な競争参加

資格等を設定する。なお、調達物の仕様を設定するに当たっては、

必要最小限の性能・機能を定めるにとどめ、限られた業者しか入

札に参加することができないこととなることのないよう一層徹

底する。（引き続き実施。） 
これまでも適切な評価を行ってきているところ、今後ともこの方針を維

持していく。 
（３）官庁営繕に関して価格だけでなく環境に配慮した施工技術や工事

自体の品質を含めた総合評価落札方式や、工事成績を反映した優

れた企業による競争の推進を図るための工事成績評定等の標準

化・統一化等について検討を行うこととする。 
今後検討する。 
（４）予定価格の適正な設定 

取引実例に係る市場調査をインターネットなどを活用し幅広く

   行い、予定価格のより適正な設定に努める。（引き続き実施。） 
今後とも徹底を図る。 
（５）随意契約の適正な運用等 

（イ）随意契約による場合には、法令の定める要件に合致するかどう

かの確認を引き続き厳格に行う。（引き続き実施。） 

（ロ）随意契約のうち少額随契以外のものについては、外務省のＨＰ

において、契約の相手方、契約金額、随契理由等をまとめて公表

する。（当該契約に関する情報を開示することが適当でないと認

めたものを除く）（引き続き実施。） 
      特に、契約の相手方が所管公益法人等であるものについて、随

意契約によることとした理由を具体的かつ詳細に記載するもの

とする。 

（ハ）随意契約の方法による委託契約について、不適切な再委託によ
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り効率性が損なわれ、経済的合理性に欠ける事態となることを防

ぐなどその適正な履行の確保に努める。（引き続き実施。） 

（二）内部監査において、随意契約の重点的監査を実施する。（引き

続き実施。） 
引き続き実施。 
随意契約の重点的監査の実施状況 
 平成 18 年度締結分随意契約の書面監査 H19.4 月～9 月実施 
                    H19.10 月報告  
 監査対象 平成 18 年度に締結した随意契約 316 件／771 件 
      （少額随意契約は除く） 
 抽出方法 契約金額 1,000 万円以上の案件は全て、 
契約金額 1,000 万円未満の案件は 5 件に 1 件を抽出  

（ホ）平成１９年１月に作成した「随意契約見直し計画（改定）」に

したがって、随意契約の適正化を図るとともに、その実施状況に

ついて、フォローアップを行い、結果を公表する。 
平成 19 年 1 月の「随意契約見直し計画(改訂)」の内容 
(平成 18 年度以降 23 年度までをとりあえずの目標として移行する) 
 競争性のない随意契約 124 億円 → 21 億円（▲103 億円、83%減）
 
計画作成後の随意契約の適正化の実施状況（H19.9.30 現在） 
 競争入札       115 件(20%)、 4,078,955 千円(21%) 
 企画競争・公募    111 件(19%)、 1,742,071 千円( 9%) 
 競争性のない随意契約 349 件(61%)  14,099,576 千円(70%) 
 
随意契約見直しに伴う平成 20 年度予算における削減効果 
 19 年度予算額 1,541 百万円 → 20 年度要求額 1,095 百万円 
                  （▲446 百万円、28.9%減） 
《主な具体例》 
・ 通信用サーバの貸借・保守は、一般競争入札（貸借期間４８ヶ月。

但し、契約自体は単年度）を実施の上、後年度の継続契約は随意契

約により行ってきた。現契約が終了する１９年度末に一般競争入札

を行ったことにより、経費を節減 
平成 20 年度予算における削減効果  ▲145 百万円 

・ インターネット広報用ウェブサイトの維持運営管理業務を行う場合

には、従来、随意契約により行っていたが、一般競争入札へ移行す
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ること等により、経費を節減 
平成 20 年度予算における削減効果  ▲ 79 百万円 

 
「随意契約見直し計画」の平成18年度及び平成19年度上半期のフォロ

ーアップ結果については、平成19年1月に外務省ホームページ（トップ

ページ＞外務省案内＞省庁共通公開情報）上で公表している。 

 アドレス http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/index.html

（ヘ）少額随契による場合においても、見積合せを行うなど競争的手

法の導入に努める。 

引き続き実施。 
尚、特定調達契約以外の随意契約の情報を以下のアドレスで公開してい

る。 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/chotatsu/zuii/index.html 
 

（ト）その他 
公共調達の適正化の一層の推進のため、調達に係る全ての契約過程に第

三者の意見を反映させる仕組みとして契約監視を目的とした機関を設

置・運用を開始する。 
 
外務省契約監視委員会の設置 
 設置年月日：平成 19 年 12 月 3 日 
 構成委員：外部有識者 5 名（大学教授 3 名、弁護士 2 名）  
 審査対象：四半期毎に締結した契約から任意に抽出し、 

以下の妥当性等について審査する。 
      審査結果の概要は外務省ホームページにおいて公表する。

・ 一般競争入札の参加資格の設定理由 
・ 指名競争入札に係る指名理由 
・ 随意契約理由の妥当性 

 第 1 回契約監視委員会：平成 19 年 12 月 27 日開催 
（６）落札率１事案への対応等 

（イ）一定金額以上の公共調達（国の行為を秘密にする必要があるも

の及び予定価格を含め当該契約に関する情報を開示することが

適当でないと認めたもの並びに予定価格が予算決算及び会計令

第９９条第２号、第３号、第４号又は第７号のそれぞれの金額を

超えないもの及び主要食料の需給及び価格の安定に関する法律

nagaoka
線

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/chotatsu/zuii/index.html
nagaoka
線

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/index.html
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第３１条の方式による米穀等及び麦等の買入れに係るものを除

く。）について、落札率を一覧表にして毎年度公表する。（引き

続き実施。） 
   なお、公表に際し一般競争入札及び指名競争入札の別を明らか

にする。 

引き続き実施。 
（ロ）参考見積を徴取する場合には、原則として複数の業者から徴取

するとともに、参考見積をもとに予定価格を作成する場合には、

見積の比較、取引実例との比較等を行い、より適正な予定価格の

設定に引き続き努める。（引き続き実施。） 

引き続き実施。 
（ハ）再度入札を繰り返すことは可能な限り避け、落札者がいない場

合にはなるべく再度公告入札を行うことに努める。（引き続き実

施。） 

引き続き実施。 
（７）国庫債務負担行為の活用 

（イ）コピー機等の物品について、複数年度のリース契約を行うこと

に合理性が認められる場合には、国庫債務負担行為による複数年

契約によることとする。（引き続き実施。） 

購入或いは単年度賃貸借を行う場合と比較して複数年度のリース契約

を行うことに合理性が認められる場合には、国庫債務負担行為による複

数年契約によることとしており、今後ともこれを実施していく。 
○事務機器等の借入れ （19 年度新規）  12 件（20 年度も継続）

            （20 年度新規）  17 件 
（ロ）複数年度にわたる情報システムの開発等について、合理性が認

められる場合は、国庫債務負担行為による複数年契約により実施

することとする。（引き続き実施。） 

単年度契約と比して合理性が認められる場合は、国庫債務負担行為によ

る複数年契約によることとしており、今後ともこれを実施していく。 
 ○各種情報システムの開発 
  （19 年度新規）   1 件 

（20 年度新規）   0 件 
（８）その他 

（イ）徹底した仕様の見直し・合理化によるコスト削減を図る。（過
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剰仕様等の排除） 

引き続き実施。 
（ロ）電話料金の割引制度の活用を引き続き図る。 

引き続き実施。 
（ハ）事務用品の一括購入を引き続き推進する。 

平成 19 年度 194 品目に引き続き、平成 20 年度においても、201 品目に

ついて年度当初に単価契約を行い、効率化を図る。 
（二）電子入開札システムの活用を引き続き図る。 

（以上、引き続き実施。） 

引き続き実施。 
（ホ）庁舎の光熱水費を削減するため、他の先進的事例を参考に、Ｅ

ＳＣＯ事業導入の検討等を行う。（引き続き実施。） 

引き続き実施。 
（へ）電力供給契約の入札を実施する。（その際、温室効果ガスの排

出の削減に配慮する。）（平成１９年度以降。） 

実施に向けて検討中。 
（ト）競争入札の方法による委託契約についても、再委託の承認等必

要な措置をとるなどその適正な履行の確保に努める。（引き続き

実施。） 

引き続き実施。 

（チ）外務省組織令等に基づき会計の監査を行う際に、年度末の予

算執行状況について内部監査を重点的に行うこととする。 

会計監査実施状況 

・ 平成 19 年度「監査計画」策定（H19.4 月） 

・ 平成 18 年度に実施した内部監査のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ実施（H19.7 月） 

・ 平成 19 年度内部監査の実施（H19.10 月） 

  ※6 ヶ月後を目途にﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟを実施する予定 

（リ）適正に物品管理を行う観点から、必要に応じ物品の現況把握

を行い、物品管理簿等の帳簿への物品の異動の記録を適切に行う

とともに、各庁舎単位での不用物品に係る情報の共有化を早急に

図り、不用となった物品が生じた場合には、速やかに、管理換や

分類換による有効活用の検討を行い、有効活用の途がないものに

ついては、売払いや廃棄などの処分決定をする。 

当省は、物品管理簿への登記、異動の記録等、適正な物品管理をおこな



 

外務省 / 8 

っている。不用となった物品のうち、再利用可能なものについては他省

庁への情報の共有化により管理換えする等有効活用に努める。 
 
３．公共事業のコスト縮減 

（今後の取組計画） 

（１）在外公館の建設にかかる公共工事コスト構造改革プログラムに基

づき、コスト構造改革の取組を推進する。 

（２）引き続き、在外公館施設整備にかかる設計業者や建設業者の選定

にあたって競争性を高める等により、積極的にコストの削減を図っ

ていく。 

（３）エネルギー効率の向上等のための太陽光発電等を導入する。 

（４）在外公館施設整備に関して、既存建物の躯体を有効活用し、従来

新築工事としていた物件を増改築工事にて対応する等の見直しを

実施する。 

（以上、平成１９年度も引き続き、積極的にコスト削減を図ってい

く。） 

在外公館の建設にかかる公共工事コスト構造改革プログラムに基づき、

コスト構造改革の取組の推進及び建設業者の選定にあたって競争性を

高める等により、５箇所の工事にて合計６３８，３３５千円程度のコス

ト縮減が可能となる予定。 

7,245,170千円（15年度）→5,847,855千円（16年度）→4,889,587千円

（17年度）→3,988,033千円（18年度）→3,926,527千円(19年度) → 

3,893,777千円(20年度) 

［取組開始年度（平成15年度）との比較 ▲46％］ 

平成 20 年度予算における削減効果        ▲ 638,335 千円

 

４．電子政府関係の効率化 

（今後の取組計画） 

（１）業務・システムの最適化と行政組織等の減量・効率化 

（イ）各府省に共通する業務・システム 

①業務・システムの最適化 

・各府省共通業務・システムについて、各業務・システム最適

化計画に基づき、各府省と連携を図りつつ、可能な限り早期に

業務の見直し、システムの共通化・一元化等による最適化を実

施し、業務の効率化と経費の削減を図る。 
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・平成１７年度に策定した「外務省情報ネットワーク（共通シ

ステム）業務・システム最適化計画」に基づき、可能な限り早

期に最適化を実施し、本省ＬＡＮ、在外公館ＬＡＮ及びＬＡＮ

間を接続するネットワーク回線を中心として効率的なネット

ワーク構成、機器構成となるよう、可能な限り集約化・共有化

を進める。また、国の行政機関と地方公共団体との間のネット

ワークについては、原則として霞が関ＷＡＮ・総合行政ネット

ワーク（ＬＧＷＡＮ）を活用することとし、国・地方を通じた

行政情報の共有化、業務の効率化を図る。 
この取組による平成２３年度からの削減見込額（試算値） 
▲１７０，４１７千円 

②行政組織等の減量・効率化  

・内部管理業務への情報通信技術（ＩＴ）の活用及びこれに伴

う業務の見直しを行う。特に、｢電子政府構築計画｣に基づき新

たに共通的なシステムが構築される内部管理業務（人事・給与

等、共済、物品調達、物品管理、謝金・諸手当、補助金、旅費

等の業務）については、システム整備・導入にかかる進捗状況

を見据えつつ、業務全体として、実質的な効率性の向上を図り、

当該業務に係る定員の削減を図る。 
平成２０年度定員合理化見込み 

▲９人 

（ロ）個別府省の業務・システム 

①業務・システムの最適化 

・外務省個別府省業務・システムについて、各業務・システム

最適化計画に基づき、業務の効率化と経費の削減を図る。なお、

最適化計画の実施に当たっては、業務処理時間や経費の削減効

果を数値で明示する。 

・（ホストコンピュータシステム） 

 ホストコンピュータシステムについては、平成１７年度に策

定した最適化計画に基づき、業務の効率化と経費の削減を図る。 
 ただし、ホストコンピューター上で稼働する人事・給与等業

務・システムについては、現在見直しが行われている府省共通

「人事・給与関係業務情報システム」の最適化計画と整合を図

りつつ、ホストコンピューターシステムの最適化計画の見直し
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を行う。 

・（通信機能強化システム） 

 通信機能強化システムについては、（a）公電業務の効率化・

合理化、（b）安全性・信頼性の確保、（c）利便性の維持・向

上、（d）情報通信技術（ＩＴ）の進展に応じた効率的・合理

的な整備・運用による経費削減、（e）技術動向等の環境の変

化を考慮した柔軟性・拡張性の確保を図ることを念頭においた

最適化計画に基づき、業務の効率化と経費の削減を図る。 

平成２０年度予算における削減効果 
▲１，４７４，２３３千円 

・（在外経理システム） 

 平成１７年度に策定した最適化計画に基づき、ＩＴ化による

業務効率化や業務範囲の見直しなどによる最適化を実施する。

これにより、業務量および経費の削減を図る。 

平成２０年度予算における削減効果 

▲３６，３９６千円 
・（領事関連システム） 

平成１７年度に策定した最適化計画に基づき、昨年度より順

次作業を開始しており、これにより、業務の効率化と経費の削

減を図る。 

・ 情報システムの拡充により定型業務の迅速化・効率化 
この取組みによる平成２１年度からの削減見込時間 
▲年５，７８８時間（試算値） 

・ 各種端末・作成機及びネットワーク統合 
この取組みによる平成２２年度からの削減見込額 
▲ 年１．６億円（試算値） 

・ 旅券発給に係る情報システムの刷新 
この取組みによる平成２４年度からの削減見込額 
▲年４．０億円（試算値） 

・ IT 広報業務の業務・システム最適化に基づく、海外安全ホームペー

ジの統合 
平成２０年度予算における削減効果 
▲年１９，７２８千円 

②行政組織等の減量・効率化 
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・可能な限り早期に業務・システムの最適化を実施することに

より、業務の効率化、合理化を図る。 

平成２０年度定員合理化見込み 

▲９人 （４．（１）（イ）②にある内部管理業務の見直しによるもの）

（２）オンライン化の推進とそれに対応した減量・効率化 

 オンライン化に対応した減量・効率化 

・オンライン化による減量・効率化の実をあげるため、法令に基

づく行政手続について、手続の削減、統合、添付書類の削減・廃

止・電子化等の簡素化・合理化を図る。併せて、紙による申請・

届出を前提とした業務処理過程・体制の抜本的見直しを行い、受

付・審査等の事務の縮減による減量・効率化を図る。 

・電子入札について、平成１６年度２月から導入しており、今後

も活用していく。 

（３）当省職員給与の全額振込化  

 職員給与の全額振込化を継続する。（引き続き実施。） 
当省は平成１６年１１月以降職員給与の全額振込化を達成しており、今

後ともこれを継続することに努める。 
（４）その他の効率化 

法規集や例規集（加除式のものを含む）等については、費用対

効果等も勘案し、電子化されているCD-ROM等の導入を検討し、

行政のペーパーレス化（電子化）に資するものとする。 

 

５．アウトソーシング 

（今後の取組計画） 

（１） 警備・清掃等の庁舎管理業務、公用車関係業務、電話交換業務、

情報システム（府省内ＬＡＮ）管理業務、ホームページの作成・管

理業務、新聞記事のクリッピング業務、通訳・翻訳等のうち適当と

認める業務の一部については引き続き外部委託を実施する。（引き

続き実施。） 

引き続き実施。 
○庁舎維持管理（２０年度）          ６８，５３３千円 
○電話交換業務（２０年度）          ３３，２７２千円 
○庁舎清掃業務（２０年度）          ２７，６２９千円 
○公用車運転業務（２０年度）        １３１，３００千円 
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○情報システム（省内・在外ＬＡＮ等）（２０年度） 
                      １９６，７５３千円 
○ホームページの作成・管理業務（２０年度） ４４５，５６８千円 
○新聞記事クリッピング業務（２０年度）    １５，７５６千円 
（２）ＰＦＩ方式による在エジプト大使館事務所整備計画を着実に引き

続き進めていく。（引き続き実施。） 

ＰＦＩ事業（事業期間：２０年）として、１５％（５５４，０００千円

（平成１６年１２月時の現在価値による算出））のＶＦＭ（Value For 
Money）があることを確認している（サービス対価（事業費）の支払は

平成１９年度より１８ヶ年度にわたるもの）。 
（３）広報関連業務（広報資料の作成等）においては、平成１９年度に

おいても従来通り広報資料の作成等につき一部外部委託を行うこ

とにより経費を削減する。 

広報関連業務（広報資料の作成等）については、引き続き外部委託を実

施する。 
（４）各種調査・研究について引き続き外部委託を実施する。（引き続

き実施。） 

引き続き実施。 
（５）シンポジウム、セミナー、会議等のアレンジ業務について引き続

き外部委託を実施する。（引き続き実施。） 

引き続き実施。 
（６）郵便の発受業務について、アウトソーシングの可能性について引

き続き検討する。（平成１９年度） 

（７）平成１７年度及び１９年度のヘルプデスク調達にＳＬＡ（サービ

スレベルアグリーメント）を導入した。今後、他のＩＴ関連業務の

アウトソーシングについてもＳＬＡの活用を図り、その適用を拡大

する。（引き続き実施。） 
※ＳＬＡ（サービスレベルアグリーメント）： 利用者にサービスの品質を保証する制度。 

引き続き実施。 

（８）上記以外のアウトソーシングについても検討する。 

 

６．ＩＰ電話の導入等通信費の削減 

（今後の取組計画） 

 通信費の削減を図るため、ＩＰ電話を導入した場合の費用対効果や技
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術面での検討を行う。（引き続き実施。） 

引き続き検討を実施。 

 

７．統計調査の合理化 

（今後の取組計画） 

（１）ＩＴの活用 

（イ）ＯＤＡの統計に関し、地方自治体とのデータ収集業務は、各

自治体が表計算ソフトで作成し、データを郵便又はインターネッ

ト・メールにて当省に送付を行っている業務を、総務省が運営・管

理を行っている地方自治体用オンラインであるＬＧＷＡＮを利用

し、オンラインによるデータ収集・検索等のサービスを平成１７年

度に開始し、今後も引き続き実施する。 

（ロ）海外在留邦人数調査統計に関し、在外公館で管理している在

留届データ(基礎となるデータ)において、現在手作業では認識でき

ない誤りデータが存在しており、在留届データの数と実態数に乖離

が生じているが、右乖離を解消するために、ネットワークにより在

留届情報を共有化し、届出がなされた在留届データについて該当す

る全在外公館の間で相互の連携を可能とする。また、平成２０年度

中に、在留届を提出していないために生じる乖離を補正するための

修正機能を現行システムに追加し、在外公館における集計・報告作

業を効率化するとともに、本省における再集計等の作業を排除し、

統計作成業務に要する時間を短縮する。 

平成２０年度予算における削減効果    ▲１，９１４時間（試算値）

（２）アウトソーシング 

 これまでに取り組んできた業務の外部委託を継続する。（引き続

き継続）  

 

８．国民との定期的な連絡等に関する効率化 

（今後の取組計画） 
郵送料金の割引制度等の活用を進め郵便費用の軽減を図ることを検

討する。 

 

９．出張旅費の効率化 

平成１７年度に導入し、引き続き実施する。 
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（今後の取組計画） 

（１）今後とも、各部署において、出張案件の優先順位を踏まえた無駄

の無い効率的な予算執行を図っていく。また、最も経済的な経路の

情報の収集が行えるよう、管理・チェックの体制を整えることとす

る。 
（２）特に外国出張の際は、割引制度の適用が無い場合、満席のため割

引制度が利用不可能な場合、日程上割引制度の条件が満たされず利

用不可能な場合、日程が出発直前まで定まらないため割引制度の予

約が不可能な場合、日程変更の可能性が高いことが事前に明らかな

場合等の事情がある場合を除いては、原則割引航空運賃を利用する

こととする。また、パック商品の利用を積極的に推進することとす

る。 
出張の際には、パック商品または特別割引料金の利用を推奨しており、

特に特別割引が利用できない場合にはその理由を申告させている。今後

とも引き続き実施する。 
2,423,864 千円(割引運賃適用前) → 2,242,283 千円(適用後) 
平成２０年度予算における削減効果    ▲１８１，５８１千円 
（３）職員に対する旅費の支給方法について、事務の省力化及び事故防

止の観点から、現金払及び受領代理人の口座への振込を見直す。 

（４）既に一部在外公館に配備されている危機管理用テレビ会議システ

ムや、電話会議システムを、本来の使用目的に支障ない範囲で他の

業務における在外公館等との連絡等に活用する。（引き続き実施） 

 

１０．交際費等の効率化 

（１）交際費 

（今後の取組計画） 

 交際費については、部外者に対し、儀礼的、社会的な意味で支出す

るという趣旨を徹底し、且つ、職務関連性を一層厳しく確認の上、使

用するものとする。（引き続き実施） 

平成２０年度予算における削減効果    ▲２９，５６８千円 
（２）その他 

（今後の取組計画） 

出張した職員の旅費は、平成１５年４月以降原則として直接振込として

いる。 
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 職員に対する福利厚生については、共済組合と連携して、民間への

委託事業に移行すると共に民間との均衡を考慮して適切な水準にな

るように引き続き努める。（引き続き実施。） 

引き続き実施 

 

１１．国の広報印刷物への広告掲載 

（今後の取組計画） 

 行政の効率化と財政の健全化に資する観点から、平成１９年度にお

いては、リーフレット「海外旅行のテロ・誘拐対策」の中に広告欄を

確保し、広告料収入を確保すること等により、行政の効率化を図って

いくこととする。 

○広告料収入実績：840 千円（平成１８年度） 

○平成１７年度においては、広告印刷物「海外安全虎の巻」、平成１９

年度においては、「海外旅行のテロ・誘拐」について入札を行った。し

かしながら、応札がなかったことから、広告掲載には至らなかった。 

 

１２．環境にも配慮したエネルギー・資源使用の効率化 

（今後の取組計画） 

（１）エネルギー使用量の抑制 

（イ）庁舎内の冷暖房温度の適正管理を周知・徹底するとともに、夏

季においては軽装での執務を促す。（引き続き実施。） 

（ロ）「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等

のため実行すべき措置について定める計画」（平成１９年３月３

０日閣議決定）等に基づき、また、「各省等の実施している温暖

化対策取組事例集」（環境省取りまとめ）等を踏まえて、ＯＡ機

器、照明のスイッチの適正管理につき周知・徹底を図る。（引き

続き実施。） 

（ハ）簡易ＥＳＣＯ診断、照明などの機器を省エネルギー型のものに

可能な限り切り替えること等により、エネルギー使用量の抑制を

図る。（引き続き実施。） 
（イ）（ロ）（ハ） 引き続き実施。 
（２）資源の節約 

（イ）用紙類の使用量の削減を図る観点から、電子媒体や両面コピー

の活用を促す。（引き続き実施。） 
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（ロ）古紙パルプ配合率１００％の用紙類の調達を維持する。（引き

続き実施。） 

（ハ）庁舎内の食堂等から出される廃棄物の量を縮減、再生利用を促

すため、生ごみコンポストの導入を検討する。（平成１９年度以

降） 

（イ）引き続き実施。 

（ロ）製紙業界において古紙パルプ配合率１００％の用紙類の生産・調

達が困難な状況となったことから、グリーン購入法の見直しが検討され

ており、右を踏まえた平成２０年２月上旬に閣議決定予定の規格に基づ

き用紙類の調達を行う。（平成２０年度以降） 

（ハ）引き続き検討。 

平成２０年度における削減効果         ▲１，３５９千円 

 

１３．その他 

 平成１９年に行われた予算執行調査の結果を踏まえ、下記のとおり改

善や検討を図る。 
（１） 在外公館の自動車購入 
○ 自動車配備に関する管理体制を原則として一元化する。 
○ 買い替え基準・配備基準を見直し、効率的な配備を行う。 
平成２０年度予算への反映額           ▲６８百万円 
 
（２）草の根無償調査員 

○ 予算積算における単価、積算方法等につき、実績に則した見直しを

実施 

○ 各公館の業務量、兼轄国の有無等を勘案し、調査員間の業務量や契

約額に著しい不公平が生じないように総合的に調整 

○ 現地及び本省において業務に必要な人材確保のための努力を促進 

平成２０年度予算への反映額            ▲４５百万円 

 

（３）独立行政法人国際協力機構在外事務所関係費等 

○ 平成２０年１０月に統合される JICA、JBIC の在外事務所について、

１つの国に両機関が事務所を設置している１９カ国においては、原

則として統合時に事務所を統合。 

○ 在外における事業実施体制の見直し 
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・ 有償・無償・技協の３つの援助手法の有機的な連携を図るための

業務手順を策定。 

・ 一部のボランティア調整員拠点の一本化、広域管理化に向けた運

営体制とするなどボランティア調整員事務所の配置などについて

も検討。 

平成２０年度予算への反映額           ▲３１２百万円 

 

（了） 




